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各  位 
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代表者名   代表執行役社長 綱川 智 

       (コード番号：6502 東、名) 

問合せ先   執行役常務 長谷川 直人 

Tel 03-3457-2100 

 

当社海外子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 当社子会社の東芝南米社(以下、TSAL)に対して下記の通り、元従業員等から訴訟の提起がさ

れましたのでお知らせします。 

 

記 
１． 訴訟の概要   

訴訟の概要については、別紙に記載しております。  
 
２．当社子会社の概要 
  東芝南米社 

 (１)所在地： ブラジル サンパウロ州  

  (２)代表者： Luis Carlos Borba  

(３)資本金： 614,801千ブラジルレアル（日本円約 290億円） 

  (４)事業内容：電力流通関連機器の製造、販売、エンジニアリング及びサービス並びにデ

ジタル製品及び電子機器の販売 

 
３．今後の対応 

今後、提訴の内容を精査した上で、適切に対応して参ります。なお当社 2017年度業績見

通しの変更の必要性は、現時点では想定しておりません。 

 
（注）ブラジル連邦共和国では、訴訟の取扱件数が年間約 1億件となっており、訴訟件数

がきわめて多数に上ることから概ね１か月程度の集約した開示を行っております。 
 

以上
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別紙 
 
訴訟の概要  

訴訟提起日 

(ブラジル現地時間) 

原告 

 

当該訴訟の内容 

 

訴額 

 

2018年 2月 1日 
Bento Farias Bueno     

(サンパウロ州） 

元従業員による時間外

手当等に関する労働訴

訟 

509,542レアル 

（約 1,685万円） 

2018年 2月 16日 

José Ailton da Costa de 

Araujo 

（セルジぺ州） 

元従業員による安定的

な雇用がなされなかっ

たこと等を理由とした

労働訴訟 

53,335レアル 

（約 177万円） 

※労働訴訟に係る損害賠償請求金額については、当該訴訟の請求内容を踏まえて外部専門家に

より現実的な係争金額として算定された金額を記載しております。 

 


